
消防法令適合通知書の交付申請について 

（旅館、ホテル及び簡易宿所などに係る申請） 

 

 

 旅館、ホテル、風俗営業、公衆浴場及び興行場に関する法令等に基づく許可、登録、承認及び届出等の申請を

それらの申請を管轄する行政機関に対し行う場合に、添付されるとする書類の一つになっています。 

 消防法令適合通知書交付申請書に基づき、提出書類の審査及び現場検査等を実施して、該当する建物に関する

消防設備の設置や防火管理者の選任状況などが消防法令に適合する場合、消防法令適合通知書を交付します。 

※住宅等の一部で民泊を行う場合などで、その建物が消防法令上の防火対象物とならない場合は、消防法令適用

外である旨の通知を別に交付しています。 

 

 

 

以下の書類を準備して、消防本部予防課で手続きを行ってください。 

（１） 消防法令適合通知書交付申請書 （旅館業法申請様式 word /住宅宿泊事業法申請様式 word） 

（２） 建物に関する図面等（案内図、配置図、平面図、立面図、設備図など） 

（３） 建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類  

（求積図、面積算定図面、確認検査済証） 

   ※ 許可申請等に該当する部分だけではなく、建物全体に係る資料が必要になります。 

    

 

 

  旅館業許可申請が必要な施設が、消防法上必要な設備が設置されているか、必要な届出が出されているか 

 書面審査し、その後、検査・調査となります。 

  旅館業法等が適応される地域、または、建築的に増改築による建築確認、用途変更がないか等は事前に確認

しておいてください。 

 詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。なお、窓口へ申請書の提出の際、記載漏れや資料等の

不備がないか確認する場合がありますので、電話での事前予約をお勧め致します。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

１．消防法令適合通知書とは 

２．申請に係る書類について  

【問合先】ニライ消 防
しょうぼう

本部
ほんぶ

 予防課
よぼうか

 予防係
よぼうかかり

 

住 所  嘉手納町字屋良 1220 番地 

電  話    098-956-9924 

ＦＡＸ  098-956-9944 

E-mail   yobou@nirai119.jp 

３．申請前に確認すること  

https://hijagawa.or.jp/nirai/images/03-4_tod2102_14.docx
https://hijagawa.or.jp/nirai/images/03-4_tod2102_15.docx


④【収容人数 30 人以上】 

□防火管理者選任(解任)届出書 

 ※防火管理者講習修了証のｺﾋﾟｰ添付 

□消防計画作成届出書 

□消防計画 

小規模・中規模・共同住宅用 

 ※ﾆﾗｲ消防ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに作成例有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、建物を使用するにあたって、開始の日の７日前までに【防火対象物使用開始届出書】の提出が必要にな

ります。 

 

 

 

 

 

※ 下記④⑤⑥に該当する建物なら追加で書類の提出が必要です※ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

・①②書類提出後、特に不備がなければ受付を行い、設備検査・法令適合調査を行う日取りを決めます。 

 ※書類提出日の、３日後以降からの日取り決めとなります。 

・現場での検査・調査には、関係者の同伴が必要です。 

・建物にもよりますが、検査・調査には、１０分～２０分程度です。 

 

 検査・調査に指摘事項等がなければ、検査日から約 4～5 日後に【消防法令適合通知書】のお渡しが可能とな        

 ります。        

【①～⑤までの様式はニライ消防ホームページにあります】 

①消防設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 2 部 

※通常は設置業者が提出 

 （例）書類一覧 

□消防設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 

□特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書 

□消火器試験結果報告書 

□誘導灯及び誘導標識試験結果報告書 

□配線の試験結果報告書 

□承認図(設備の仕様書) 

□建物に関する図面 

(案内図、平面図、設備図、立面図等) 

□建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類 

(求積図、台帳記載証明書等) 

    

          面積算定図面、確認検査済証 

②消防法令適合通知書交付申請書1部 

書類一覧 

□消防法令適合通知書交付申請書 

 ※旅館業法様式と住宅宿泊事業法様式は別です。 

□建物に関する図面 

□建物の面積が証明できる書類 

□その他必要書類 

※布製品は防炎規制あり 

・カーテンやロールカーテン等 

・カーペットや絨毯等は 2 ㎡以上から 

届出(申請)必要書類【例】 

 

③防火対象物使用開始届出書 2 部 

書類一覧 

□防火対象物使用開始届出書   □建物に関する図面    □建物の面積が証明できる書類 

□その他必要書類 ※収容人数や使用開始(予定)日、建築確認年月日等の記載が必要になります。 

⑥【すでに消防設備がある建物】 

□消防設備等点検結果報告 

 

⑤【火を使用する設備等(一定容量

以上)があれば】 

□炉・ボイラー・乾燥設備等設置

届出書 

□発電・変電・蓄電池設備設置 

届出書 

※ﾆﾗｲ消防ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに作成例有 

消防用設備検査・消防法令適合調査について 
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